
 

 

（10）高齢者施設等における感染症対応力の向上 

★ 対象サービス…（介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院 

 

令和６年度の報酬改定において、介護保険施設内で感染者が発生した場合に感染者対応

を行う医療機関と連携して施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡

大防止が求められることから、以下を評価する新たな加算が設けられました。 

 

【算定要件】 

〇高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月（新設） 

・第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保

していること。 

・協力医療機関その他医療機関（以下「協力医療機関等」）との間で感染症（新興感

染症を除く。）の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力

医療機関等と連携し適切に対応していること。 

・感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う

院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること。 

〇高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/月（新設） 

・感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上、施設内で感

染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。 

〇新興感染症等施設療養費 240単位/月（新設） 

・入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症（現時点無）に感染した場合に相談対

応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所

者等に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場

合に、１月に１回、連続する５日を限度として算定する。 
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（参考）根拠法令等（特定施設の場合） 

H12老企40 第２の４ 

（20）高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について 

① 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの感染

対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価

するものであること。 

② 高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染

対策に関する研修又は訓練に少なくとも１年に１回以上参加し、指導及び助言

を受けること。院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療報酬の算定

方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の区分番号

A234-2に規定する感染対策向上加算（以下、感染対策向上加算という。）又は医

科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び再診料の注15に規

定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染

対策に関するカンファレンス又は訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関

する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレン

ス又は訓練を対象とする。 

③ 居宅サービス基準第192条により準用する第104条第２項に基づき、介護職員そ

の他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練の内容について、上記の医療機関等における研修又は訓練の内容を含めた

ものとすること。 

④ 居宅サービス基準第191条第４項において、指定特定施設は、施設の入居者が

新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連

携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしてお

り、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応と

しては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求

められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関

は診療所、病院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護

ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。 

⑤ 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など

特に高齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等

と連携し、感染した入居者に対して適切に医療が提供される体制が構築されてい

ること。特に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における医

療機関との連携体制等にかかる調査の結果について（令和５年12月７日付事務連

絡）」のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等

を調査しており、引き続き感染者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保し

ていること。 
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（21） 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について 

① 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行っ

た医療機関から、少なくとも３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場合

の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月１回算定するもの。 

② 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において

設置された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。 

③ 居宅サービス基準第192条により準用する第104条第２項に基づき、介護職員そ

の他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練の内容について、上記の医療機関による実地指導の内容を含めたものとす

ること。 

 

（22）新興感染症等施設療養費について 

① 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施

設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に

伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確

保した上で感染した高齢者の療養を施設内で行うことを評価するものである。 

② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生

労働大臣が指定する。令和６年４月時点においては、指定している感染症はない。 

③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダー

ド・プリコーション）の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所

者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「介護現場

における感染対策の手引き（第３版）」を参考とすること。 

 

 

Ｈ20厚労告59 医科診療報酬点数表別表１ 

〇第１節 初診料 

注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい 

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関（診療所に限る。）におい て初

診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月１回に限り６点を所定 点数に

加算する。 

〇第２節 再診料 

注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関（診療所に限る。）において再

診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月１回に限り６点を所定点数に加

算する。 
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令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15 日）より 

〇高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について 

問128 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、診療報酬の感染対策向上加算

又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策

に関するカンファレンス及び訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研

修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び

訓練とは具体的にどのようなものであるか。また、これらのカンファレンス等は

リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器

を用いて参加することでもよいか。 

答128 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカンファレ

ンスは以下の通りである。 

・感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関におい

て、感染制御チーム（外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。）

により、職員を対象として、定期的に行う研修 

・感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及び地域の医

師会と連携し、感染対策向上加算２又は３に係る届出を行った保険医療機関と

合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発

生時等を想定した訓練 

・地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや新興

感染症の発生時等を想定した訓練 

 

感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスに

ついては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況などの情

報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容として、高

齢者施設等における感染対策に資するものであることを事前に確認の上、参加す

ること。 

また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介した

コミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加しても差し支えな

い。 

 

問129 「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制

を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどの

ように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感

染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。 

答129 都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和６年４月から９月末までに行

うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表すること

とされている。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上

加算の届出を行っている医療機関については、地方厚生局のホームページに掲載

されているので参照されたい。 
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（地方厚生局ホームページ） 

■東海北陸厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00349.html 

※「届出受理医療機関名簿」のファイルをご参照ください。受理番号

に感染対策１、感染対策２、感染対策３、外来感染の記載のある医

療機関が該当します。 

 

問130 第二種協定指定医療機関との連携について、感染症法に基づく都道府県との医

療措置協定の締結は令和６年９月末までに行うこととされているが、令和６年９

月末までの間は、どのような医療機関と連携すればよいか。 

答130 令和６年９月末までの間は、現に感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算

の届出を行っている医療機関と連携することでも差し支えない。なお、令和６年

10月以降については、第二種協定指定医療機関と連携することが必要であること

から留意すること。 

 

問131 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策向上加算又は外来感

染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修

又は訓練に１年に１回以上参加していることとあるが、令和７年３月31日までの

間にあっては、３月31日までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。 

答131 医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員の参加

の可否を確認した上で令和７年３月 31 日までに当該研修又は訓練に参加できる

目処があれば算定してよい。 

 

〇高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について 

問132 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係る届出

を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。 

答132 実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 

・施設等の感染対策の現状の把握、確認（施設等の建物内の巡回等） 

・施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 

・個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等 

・感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法（ゾーニング等）に関する説

明、助言及び質疑応答 

・その他、施設等のニーズに応じた内容 

単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。 

 

問133 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、令和６年４月以前に新型コロ

ナウイルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等

による実地指導又は厚生労働省の事業※において実施された実地研修を受けてい

る場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して３年間算定してよいか。 
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※ 令和３年度、令和４年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による

業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和５年度

「感染症の感染対策及び業務継続（BCP）策定に係る調査研究及び当該調査研究

を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修 

答133 算定可能である。ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医療機関

の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業において実施され

た実地研修であること。 
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